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平
成
27
年
度
市
県
民
税
申
告
の
ご
案
内
（
申
告
会
場
及
び
日
程
を
含
む
）
を
、
１
月
20
日
㈫
の
回
覧
文
書
で
各
世
帯

１
部
ず
つ
配
布
し
ま
す
。
期
限
内
（
３
月
15
日
ま
で
）
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
所
得
税
・
市
県
民
税
申
告
の
準
備
は
お
早
め
に

　

所
得
税
及
び
市
県
民
税
の
申
告
時
期
が
近
づ
い
て
ま
い
り
ま
し
た
。
本
年
も

申
告
会
場
を
設
け
て
、
市
職
員
が
受
付
を
行
い
ま
す
。

　

会
場
が
込
み
合
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
次
の
事
柄
に
つ
い
て
事
前

に
準
備
を
し
て
お
こ
し
く
だ
さ
い
。

　
①
年
金
や
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど
所
得
税
の
還
付
申
告
を
受
け
よ
う
と

す
る
方
は
、
収
入
・
経
費
の
根
拠
と
な
る
書
類
の
整
理
を
進
め
る
と
と
も
に
、

各
関
係
機
関
か
ら
必
要
書
類
を
取
り
寄
せ
る
な
ど
申
告
の
準
備
を
し
て
く
だ

さ
い
。

※

給
与
や
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
は
、
支
払
者
よ
り
１
月
31
日
ま
で
に
交
付

さ
れ
ま
す
。

②
農
業
・
営
業
・
不
動
産
所
得
な
ど
の
申
告
に
は
、
収
支
（
収
入
金
額
と
必
要

経
費
）
内
訳
書
の
作
成
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
帳
簿
や
証
明
書
類
（
領

収
書
な
ど
）
の
整
理
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

収
支
内
訳
書
の
記
載
方
法
に
つ
い
て
は
税
務
課
窓
口
に
冊
子
を
用
意
し
て
い

ま
す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　
③
医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
方
は
、
医
療
を
受
け
た
人
・
医
療
機
関
ご

と
に
領
収
書
を
整
理
・
集
計
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
保
険
金
等
で
補
て
ん
さ
れ
た
金
額
（
高
額
医
療
費
、
出
産
育
児
一
時

金
な
ど
）
が
あ
れ
ば
、
同
様
に
整
理
・
集
計
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
給
与
を
支
払
っ
た
方
は
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す

　

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
は
、
平
成
26
年
中
の
給
与
収
入
額
を
証
明
す
る
と

と
も
に
、
平
成
27
年
度
市
県
民
税
の
計
算
の
基
と
な
る
大
切
な
資
料
で
す
。

　

提
出
義
務
の
あ
る
事
業
所
お
よ
び
個
人
事
業
主
は
、
２
月
２
日
㈪
ま
で
に
税

務
課
へ
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
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「児童扶養手当法」の一部が改正されました
平成26年12月１日に

大切なお知らせです！
　これまで、公的年金※を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月
以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるように
なりました。
　児童扶養手当を受給するためには、市への申請が必要です。
　※ 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

◆手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給してい
たことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月１日に支給要件
を満たしている方が、平成27年３月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当か
ら受給できます。
◆平成26年12月～平成27年３月分の手当は、平成27年４月に支払われます。

・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合

・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合

・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など

今回の改正により新たに手当を受け取れる場合今回の改正により新たに手当を受け取れる場合

新たに手当を受給するための手続き新たに手当を受給するための手続き

・子ども１人の場合
　　全部支給：41,020円　
　　一部支給：41,010円～9,680円（所得に応じて決定されます）
・子ども２人以上の加算額
　　２　人　目：5,000円、３人目以降１人につき：3,000円

＜参考＞児童扶養手当の月額　 （平成26年4月～）

児童扶養手当を受給するためには、市への申請が必要です。

支給開始日

※年金事務所発行の「公的年金給付等受給証明書（児童扶養手当用）」または、
　年金の額がわかる通知等を必ずお持ちください。

【問合先】　福祉課 子育て支援係　☎0978-72-5164


